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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射法地震探査法を用いた水域地中探査システムにおいて、
　水中に音波を発震する震源と、
　前記音波の発震を制御する制御装置と、
　前記音波の反射波を受振する受振器と、
　前記震源を備えた探査設備と、
　前記反射波の受振データを処理するデータ処理装置と、を有し、
　前記制御装置は、複数の異なる位置から水中に音波を発震するように前記震源を制御し
、前記データ処理装置は、前記反射波の受振データから正位相の受振データ及び逆位相の
受振データを取得して前記正位相の受振データと前記逆位相の受振データとを合成する処
理を行う、
ことを特徴とする水域地中探査システム。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記複数の異なる位置から同位相の音波を発震し、前記データ処理装
置は、所定の反射波の受振データの位相を反転させて前記逆位相の受振データを生成する
、ことを特徴とする請求項１に記載の水域地中探査システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、ある位置から正位相の音波を発震するとともに異なる位置から逆位相
の音波を発震する、ことを特徴とする請求項１に記載の水域地中探査システム。
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【請求項４】
　前記制御装置は、前記受振器に対して等距離を有する位置から音波を発震する、ことを
特徴とする請求項１に記載の水域地中探査システム。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記受振器を挟んで対峙する位置から音波を発震する、ことを特徴と
する請求項１に記載の水域地中探査システム。
【請求項６】
　反射法地震探査法を用いた水域地中探査方法において、
　複数の異なる位置から水中に音波を発震する発震工程と、
　前記音波の反射波を受振する受振工程と、
　前記反射波の受振データから正位相の受振データを取得する第一データ取得工程と、
　前記反射波の受振データから逆位相の受振データを取得する第二データ取得工程と、
　前記正位相の受振データと前記逆位相の受振データとを合成するデータ合成工程と、
を含むことを特徴とする水域地中探査方法。
【請求項７】
　前記発震工程は、前記複数の異なる位置から同位相の音波を発震し、前記第二取得工程
は、所定の反射波の受振データの位相を反転させて前記逆位相の受振データを生成する工
程である、ことを特徴とする請求項６に記載の水域地中探査方法。
【請求項８】
　前記発震工程は、ある位置から正位相の音波を発震するとともに異なる位置から逆位相
の音波を発震する工程である、ことを特徴とする請求項６に記載の水域地中探査方法。
【請求項９】
　前記発震工程は、前記反射波を受振する受振器に対して等距離を有する位置から音波を
発震する工程である、ことを特徴とする請求項６に記載の水域地中探査方法。
【請求項１０】
　前記発震工程は、前記反射波を受振する受振器を挟んで対峙する位置から音波を発震す
る工程である、ことを特徴とする請求項６に記載の水域地中探査方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水域地中探査システム及び水域地中探査方法に関し、特に、反射法地震探査
法を用いた水域地中探査システム及び水域地中探査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大陸棚や深海底には豊富な資源（例えば、石油、天然ガス、メタンハイドレート、多金
属団塊、マンガン・クラスト、海底熱水鉱床等）が存在しており、近年の資源価格の高騰
により海洋資源開発の必要性が高まっている。また、陸上における天然資源は、一定の地
域に偏在しており、国内産出量が少ない資源については、外国からの輸入に頼らざるを得
ず、地政学的リスクが少なくない。そして、四方を海に囲まれた我が国においては、安定
した資源供給のためにも、海洋地域が資源開発の新たなフロンティアとして注目されてい
る。
【０００３】
　海底資源探査技術としては、反射法地震探査法を用いたものが既に提案されている（例
えば、特許文献１、特許文献２等参照）。なお、反射法地震探査法とは、地表付近で人工
的に振動（音波）を発生させ、速度と密度が変化する地下境界面で反射して再び地表へ戻
ってきた反射波を受振器で計測し、その反射波のデータを解析することにより、地下構造
を解明する手法である。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、「海面付近や海中や海底で、圧縮した空気を瞬時に海中に放
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出するエアガンや圧電素子や超磁歪合金等の振動源（送波器）で、振動（音波）を発生さ
せ、海底面や海底下の地層の境界面等で反射して戻って来る音波を、ストリーマーとよば
れるケーブルに間隔を設けて配置されたハイドロフォン（受波器）で受信し、この受信記
録、即ち、海底面下の地震探査記録に現れる物性が異なる地層同士の境界面を探り、地質
構造を解析する」ことが記載されている。
【０００５】
　また、震源により発生する音波には、進行方向に対して平行に振動する弾性波であるＰ
波（疎密波又は縦波ともいう。）と、進行方向に対して直角に振動する弾性波であるＳ波
（せん断波又は横波ともいう。）とが含まれるところ、特許文献２には、Ｓ波反射法地震
探査を採用することにより、Ｐ波反射法地震探査のみでは得がたい油ガス層の構造・貯留
層性状を把握することが記載されている。特に、特許文献２には、複数の音源（震源）か
ら発震される音波に位相差を付与することにより、積極的に水底面から地中に伝播するせ
ん断波を発生させ、せん断波の発生を制御し、安定した水域地中探査を行うことが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１４８３０号公報
【特許文献２】特開２０１４－１３７３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載された発明では、複数の音源（震源）を用いて位相制
御することによりせん断波の発生を制御していることから、音源（震源）の重量が増大し
てしまう、コストが増加してしまう、という問題がある。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点に鑑み創案されたものであり、せん断波の反射波のデータを
容易かつ高精度に取得することができるとともにコストダウンを図ることができる、水域
地中探査システム及び水域地中探査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、反射法地震探査法を用いた水域地中探査システムにおいて、水中に音
波を発震する震源と、前記音波の発震を制御する制御装置と、前記音波の反射波を受振す
る受振器と、前記震源を備えた探査設備と、前記反射波の受振データを処理するデータ処
理装置と、を有し、前記制御装置は、複数の異なる位置から水中に音波を発震するように
前記震源を制御し、前記データ処理装置は、前記反射波の受振データから正位相の受振デ
ータ及び逆位相の受振データを取得して前記正位相の受振データと前記逆位相の受振デー
タとを合成する処理を行う、ことを特徴とする水域地中探査システムが提供される。
【００１０】
　前記制御装置は、前記複数の異なる位置から同位相の音波を発震し、前記データ処理装
置は、所定の反射波の受振データの位相を反転させて前記逆位相の受振データを生成する
ようにしてもよい。
【００１１】
　また、前記制御装置は、ある位置から正位相の音波を発震するとともに異なる位置から
逆位相の音波を発震するようにしてもよい。
【００１２】
　前記制御装置は、前記受振器に対して等距離を有する位置から音波を発震するようにし
てもよいし、前記受振器を挟んで対峙する位置から音波を発震するようにしてもよい。
【００１３】
　また、本発明によれば、反射法地震探査法を用いた水域地中探査方法において、複数の
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異なる位置から水中に音波を発震する発震工程と、前記音波の反射波を受振する受振工程
と、前記反射波の受振データから正位相の受振データを取得する第一データ取得工程と、
前記反射波の受振データから逆位相の受振データを取得する第二データ取得工程と、前記
正位相の受振データと前記逆位相の受振データとを合成するデータ合成工程と、を含むこ
とを特徴とする水域地中探査方法が提供される。
【００１４】
　前記発震工程は、前記複数の異なる位置から同位相の音波を発震し、前記第二取得工程
は、所定の反射波の受振データの位相を反転させて前記逆位相の受振データを生成する工
程であってもよい。
【００１５】
　また、前記発震工程は、ある位置から正位相の音波を発震するとともに異なる位置から
逆位相の音波を発震する工程であってもよい。
【００１６】
　前記発震工程は、前記反射波を受振する受振器に対して等距離を有する位置から音波を
発震する工程であってもよいし、前記反射波を受振する受振器を挟んで対峙する位置から
音波を発震する工程であってもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　上述した水域地中探査システム及び水域地中探査方法によれば、水中に投入される震源
は少なくとも一つあればよく、水域地中探査のコストダウンを図ることができる。また、
正位相の受振データ及び逆位相の受振データを取得して合成することにより、疎密波（Ｐ
波）の受振データを相殺し、せん断波（Ｓ波）の受振データを強調することができ、せん
断波の反射波の受振データを容易かつ高精度に取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態に係る水域地中探査方法の概要を示すフロー図である。
【図２】本実施形態に係る水域地中探査システムの概要を示す構成図であり、（ａ）はあ
る位置で音波を発震した状態、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した状態、を示している
。
【図３】第一実施例に係る水域地中探査方法を示すフロー図である。
【図４】第一実施例における発震工程及び受振工程を示す説明図であり、（ａ）はある位
置で音波を発震した場合、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した場合、を示している。
【図５】第一実施例における第二データ取得工程及びデータ合成工程を示す説明図であり
、（ａ）は第二データ取得工程、（ｂ）はデータ合成工程、を示している。
【図６】第一実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第一例、（ｂ）は第
二例、（ｃ）は第三例、を示している。
【図７】第一実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第四例、（ｂ）は第
五例、を示している。
【図８】第一実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第六例、（ｂ）は第
七例、を示している。
【図９】第二実施例に係る水域地中探査方法を示すフロー図である。
【図１０】第二実施例における発震工程及び受振工程を示す説明図であり、（ａ）はある
位置で音波を発震した場合、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した場合、を示している。
【図１１】第二実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第一例、（ｂ）は
第二例、（ｃ）は第三例、を示している。
【図１２】第二実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第四例、（ｂ）は
第五例、を示している。
【図１３】第二実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第六例、（ｂ）は
第七例、を示している。
【図１４】水域地中探査システムの変形例を示す構成図であり、（ａ）は第一変形例、（
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ｂ）は第二変形例、を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態及び実施例について図１～図１４（ｂ）を用いて説明する。こ
こで、図１は、本実施形態に係る水域地中探査方法の概要を示すフロー図である。図２は
、本実施形態に係る水域地中探査システムの概要を示す構成図であり、（ａ）はある位置
で音波を発震した状態、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した状態、を示している。
【００２０】
　本発明の実施形態に係る水域地中探査方法は、図１に示したように、反射法地震探査法
を用いた水域地中探査方法であって、複数の異なる位置Ｐｎ（ｎは２以上の整数）から水
中に音波Ｗを発震する発震工程Ｓｔｅｐ１と、音波Ｗの反射波Ｒを受振する受振工程Ｓｔ
ｅｐ２と、反射波Ｒの受振データから正位相の受振データを取得する第一データ取得工程
Ｓｔｅｐ３と、反射波Ｒの受振データから逆位相の受振データを取得する第二データ取得
工程Ｓｔｅｐ４と、正位相の受振データと逆位相の受振データとを合成するデータ合成工
程Ｓｔｅｐ５と、を含んでいる。
【００２１】
　かかる水域地中探査方法は、例えば、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示した水域地中探査
システムによって実施される。図示した水域地中探査システムは、水中に音波Ｗを発震す
る震源１と、音波Ｗの発震を制御する制御装置２と、音波Ｗの反射波Ｒを受振する受振器
３と、震源１を備えた探査設備４と、反射波Ｒの受振データを処理するデータ処理装置５
と、を有し、制御装置２は、複数の異なる位置Ｐｎから水中に音波Ｗを発震するように震
源１を制御し、データ処理装置５は、反射波Ｒの受振データから正位相の受振データ及び
逆位相の受振データを取得して正位相の受振データと逆位相の受振データとを合成する処
理を行うように構成されている。
【００２２】
　本実施形態に係る水域地中探査方法及びシステムは、一般的には海域の資源探査を対象
としているが、これに限定されるものではなく、河川域、湖沼域等、水分を有する帯域全
般において使用することができる。すなわち、本実施形態において、「水域」とは、海域
、河川域、湖沼域等、水分を有する帯域全般を含む趣旨である。
【００２３】
　震源１は、例えば、油圧サーボを用いた低周波発生装置１１である。低周波発生装置１
１としては、例えば、特開平８－２８００８９号公報に記載されたような水中音源装置が
使用可能である。低周波発生装置１１は、少なくとも一つの震源１を有しており、震源１
は振動板の振動を油圧で制御することにより、所望の周波数の音波を発生させるように構
成されている。低周波発生装置１１は、例えば、水底面Ｇから１００～５００ｍ程度の位
置に浸水させるようにしてもよいし、水底面Ｇに着底させるようにしてもよい。なお、震
源１は、油圧サーボ式の低周波発生装置１１に限定されるものではなく、圧電素子駆動式
のように発生する音波の波形や位相を制御可能なものであれば他の方式のものであっても
よい。
【００２４】
　ここで、震源１により水中に発震される音波Ｗは、いわゆる疎密波（Ｐ波又は縦波とも
いう。）である。この音波Ｗが水底面Ｇに衝突すると、水底面Ｇに平行な方向の弾性波、
すなわち、せん断波（Ｓ波又は横波ともいう。）と、水底面Ｇに垂直な方向の弾性波、す
なわち、疎密波を生じることとなる。したがって、水底面Ｇの地下にはせん断波及び疎密
波が進行し、海底資源や地層境界面等に衝突して反射波Ｒを生じる。
【００２５】
　制御装置２は、発震する音波Ｗの周波数、波形、発震タイミング等を制御することがで
きるように構成されている。制御装置２は、探査設備４に搭載されていてもよいし、低周
波発生装置１１に搭載されていてもよい。震源１から発震される音波は、例えば、数Ｈｚ
～１００Ｈｚ程度の低周波であることが好ましいが、上述した油圧サーボ式の低周波発生
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装置１１であれば、２００Ｈｚ～３００Ｈｚ程度の周波数の音波まで発生させることがで
きる。
【００２６】
　受振器３は、例えば、水底面Ｇに配置した複数の水底設置型受振器により構成される。
底設置型の受振器３では、地中に伝播したせん断波の反射波Ｒを水底面Ｇでせん断波のま
ま受振することが可能である。かかる水底設置型受振器としては、例えば、ＯＢＣ（Ocea
n Bottom Cable）やＯＢＳ（Ocean Bottom Seismometer）等を使用することができる。受
振器３は、例えば、図２（ａ）に示したように、水底面Ｇに所定の間隔で配置される。こ
れらの受振器３は、例えば、通信ケーブル３１を介してデータ処理装置５に接続される。
なお、ここでは受振器３とデータ処理装置５とを有線（通信ケーブル３１）で接続してい
るが、無線で接続するようにしてもよい。
【００２７】
　探査設備４は、例えば、図２（ａ）に示したように、震源１を水中で曳航する観測船に
より構成される。探査設備４は、例えば、水面を移動可能に構成された船体４１と、低周
波発生装置１１に接続された曳航索４２と、船体４１上に配置され曳航索４２を巻き取り
・巻き戻しする揚収装置４３と、を有している。なお、探査設備４は、観測船のような船
舶に限定されるものではなく、ブイやリグ等の浮体構造物、潜水艦、水中航走体等、所定
の水域において移動可能な設備であればよい。かかる探査設備４により低周波発生装置１
１を曳航することにより、震源１（低周波発生装置１１）の水深や位置を調整することが
できる。
【００２８】
　データ処理装置５は、受振器３により収録した反射波Ｒの受振データを用いて、位相反
転、合成、解析・分析等の処理を行うコンピュータである。データ処理装置５は、例えば
、地上に配置されていてもよいし、探査設備４に配置されていてもよい。データ処理装置
５は、受振器３と有線で接続されていてもよいし、無線で接続されていてもよいし、受振
器３から独立して配置されていてもよい。
【００２９】
　例えば、通信ケーブル３１を通信ブイに接続しておき、通信ブイのアンテナから探査設
備４上に配置されたＨＤＤ（hard disk drive）等の記憶装置に受振データを送信して蓄
積しておき、この記憶装置をデータ処理装置５に別途接続するようにしてもよい。また、
受振器３の各々に記憶装置を埋め込んでおき、受振器３を船上又は地上に回収した後、受
振データをデータ処理装置５に転送するようにしてもよい。
【００３０】
　上述した水域地中探査システムでは、図２（ａ）に示したように、探査設備４から低周
波発生装置１１（震源１）を水中に投入し、複数の受振器３が配置された水底面Ｇ上の水
面で探査設備４を移動させ、受振器３の上方で低周波発生装置１１（震源１）を曳航させ
る。そして、制御装置２の指示に基づいて、低周波発生装置１１（震源１）が所定の位置
を通過する際に水中に音波Ｗを発震させる。このとき、制御装置２は、一つの受振器３に
対して等距離を有する複数の位置から音波Ｗを発震させるようにしてもよいし、一つの受
振器３を挟んで対峙する複数の位置から音波Ｗを発震させるようにしてもよい。
【００３１】
　以下、上述した本実施形態に係る水域地中探査方法の実施例について詳述する。各実施
例において、上述した水域地中探査システムを使用しているものとする。まず、図３～図
８（ｂ）を参照しつつ第一実施例について説明する。ここで、図３は、第一実施例に係る
水域地中探査方法を示すフロー図である。
【００３２】
　第一実施例に係る水域地中探査方法は、図３に示したように、複数の異なる位置Ｐｎか
ら水中に同位相の音波Ｗを発震する発震工程Ｓｔｅｐ１１と、音波Ｗの反射波Ｒｐ，Ｒｓ

を受振する受振工程Ｓｔｅｐ１２と、所定の反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データから正位相の
受振データを取得する第一データ取得工程Ｓｔｅｐ１３と、所定の反射波Ｒｐ，Ｒｓの受
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振データの位相を反転させて逆位相の受振データを生成する第二データ取得工程Ｓｔｅｐ
１４と、正位相の受振データと逆位相の受振データとを合成するデータ合成工程Ｓｔｅｐ
１５と、を有している。
【００３３】
　図４は、第一実施例における発震工程及び受振工程を示す説明図であり、（ａ）はある
位置で音波を発震した場合、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した場合、を示している。
いま、図４（ａ）の左図に示したように、受振器３の中心線Ｌから水平距離ｄだけ離れ、
水底面Ｇから高さｈを有する位置Ｐｎで震源１から音波Ｗを発震したとする。受振器３が
配置された水底面Ｇに到達した音波Ｗは、水底面Ｇに垂直な方向に振動する疎密波Ｗｐと
水底面Ｇに平行な方向に振動するせん断波Ｗｓとを生じる。
【００３４】
　この疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓは、図示したように、それぞれ受振器３を中心にして
地中に進行する。一般に、地中を伝播する速度は、疎密波Ｗｐの方がせん断波Ｗｓよりも
速い。地中に伝播した疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓは、海底資源や地層境界面等に衝突し
てそれぞれ反射波Ｒｐ，Ｒｓを生じる。疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐ及びせん断波Ｗｓの反射
波Ｒｓは、図４（ａ）の右図に示したように、地中側から水底面Ｇに向かって進行し、水
底面Ｇに配置された受振器３によって収録される。
【００３５】
　次に、図４（ｂ）の左図に示したように、受振器３の中心線Ｌから水平距離ｄだけ離れ
、水底面Ｇから高さｈを有するとともに、受振器３を挟んで位置Ｐｎと対峙する位置Ｐｎ

＋１で震源１から音波Ｗを発震する。音波Ｗは、水底面Ｇに垂直な方向に振動する疎密波
Ｗｐと水底面Ｇに平行な方向に振動するせん断波Ｗｓとを生じ、それぞれ地中に進行する
。
【００３６】
　このとき、受振器３に対して位置Ｐｎと等距離を有する位置Ｐｎ＋１から音波Ｗを発震
するとともに、受振器３を挟んで位置Ｐｎと対峙する位置Ｐｎ＋１から音波Ｗを発震して
いることから、位置Ｐｎからの音波Ｗに基づくせん断波Ｗｓに対して、位置Ｐｎ＋１から
の音波Ｗに基づくせん断波Ｗｓは位相が反転した状態で地中に進行することとなる。すな
わち、位置Ｐｎからの音波Ｗに基づくせん断波Ｗｓを正位相のせん断波Ｗｓとすれば、位
置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づくせん断波Ｗｓは逆位相のせん断波Ｗｓとなる。
【００３７】
　一方、位置Ｐｎからの音波Ｗに基づく疎密波Ｗｐと位置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づく
疎密波Ｗｐとは、同じ方向に進行することから同位相の疎密波Ｗｐとなる。したがって、
位置Ｐｎからの音波Ｗに基づく疎密波Ｗｐを正位相の疎密波Ｗｐとすれば、位置Ｐｎ＋１

からの音波Ｗに基づく疎密波Ｗｐも正位相の疎密波Ｗｐとなる。なお、図４（ａ）及び図
４（ｂ）において、説明の便宜上、正位相の場合を細実線で図示し、逆位相の場合を細点
線で図示している。
【００３８】
　図４（ａ）に示したように、位置Ｐｎからの音波Ｗに基づく疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗ

ｓを正位相とすれば、その反射波Ｒｐ，Ｒｓも正位相となる。それに対して、図４（ｂ）
に示したように、位置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づく疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐは正位相と
なるが、位置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づくせん断波Ｗｓの反射波Ｒｓは逆位相となる。
【００３９】
　図５は、第一実施例における第二データ取得工程及びデータ合成工程を示す説明図であ
り、（ａ）は第二データ取得工程、（ｂ）はデータ合成工程、を示している。図５（ａ）
に示したように、第二データ取得工程Ｓｔｅｐ１４は、例えば、位置Ｐｎ＋１からの音波
Ｗに基づく反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データの位相を反転させて逆位相の受振データを生成
する工程である。反射波Ｒｐ，Ｒｓの位相を反転すると、図５（ａ）の右図に示したよう
に、位相反転された反射波はＲｐ′，Ｒｓ′として図示することができる。すなわち、正
位相の疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐは、逆位相の反射波Ｒｐ′に変換され、逆位相のせん断波
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Ｗｓの反射波Ｒｓは、正位相の反射波Ｒｓ′に変換される。
【００４０】
　次に、図５（ｂ）に示したように、データ合成工程Ｓｔｅｐ１５では、位置Ｐｎからの
音波Ｗに基づく反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データと、位置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づく位
相反転された反射波Ｒｐ′，Ｒｓ′の受振データとを合成する工程である。図示したよう
に、位置Ｐｎからの音波Ｗに基づく反射波Ｒｐは正位相であり、反射波Ｒｓも正位相であ
る。一方、位置Ｐｎ＋１からの音波Ｗに基づく位相反転した反射波Ｒｐ′は逆位相であり
、反射波Ｒｓ′は正位相である。
【００４１】
　したがって、これらの受振データを合成すれば、図５（ｂ）の下図に示したように、疎
密波Ｗｐの反射波Ｒｐは反射波Ｒｐ′によって相殺され、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓは反
射波Ｒｓ′によって強調されることとなる。特に、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐ

ｎ＋１とを受振器３に対して等距離となるように水平距離ｄ及び高さｈを制御することに
より、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを精度よく相殺することができるとともに、せん断波Ｗｓ

の反射波Ｒｓを効率よく強調することができる。
【００４２】
　また、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とを受振器３を挟んで対峙する位置
に制御することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを精度よく相殺することができるととも
に、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを効率よく強調することができる。上述した受振データの
位相反転及び合成は、水域地中探査システムのデータ処理装置５によって処理される。
【００４３】
　なお、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とは、受振器３に対して正確に等距
離である必要はなく、例えば、数ｍ～１０ｍ程度の範囲内で誤差を有していてもよい。ま
た、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とは、受振器３に対して正確に対峙して
いる必要はなく、例えば、数度～数十度程度の範囲内で誤差を有していてもよい。
【００４４】
　次に、本実施例における発震工程Ｓｔｅｐ１１について、図６（ａ）～図８（ｂ）を参
照しつつ説明する。ここで、図６は、第一実施例における発震工程を示す説明図であり、
（ａ）は第一例、（ｂ）は第二例、（ｃ）は第三例、を示している。図７は、第一実施例
における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第四例、（ｂ）は第五例、を示している
。図８は、第一実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第六例、（ｂ）は
第七例、を示している。各図において、水底面Ｇを上から見た状態を図示しており、正位
相の音波Ｗを発震させる位置Ｐｎを二重丸印で図示し、震源１を曳航する方向を点線矢印
で図示している。
【００４５】
　図６（ａ）に示した第一例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源１
を受振器３上で曳航する場合を示している。本第一例では、複数の受振器３に対してＸ軸
方向に交互かつ等間隔となる位置（例えば、位置Ｐ１～Ｐ４）から同位相の音波Ｗを発震
させる。なお、かかる第一例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＸ軸方向
の成分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調す
ることができる。
【００４６】
　図６（ｂ）に示した第二例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源１
を受振器３間で蛇行するように曳航する場合を示している。本第二例の場合も第一例の場
合と同様に、複数の受振器３に対してＸ軸方向に交互かつ等間隔となる位置（例えば、位
置Ｐ１～Ｐ４）から同位相の音波Ｗを発震させるようにすればよい。なお、かかる第二例
では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＸ軸方向の成分について、疎密波Ｗｐ

の反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調することができる。
【００４７】
　図６（ｃ）に示した第三例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源１
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を受振器３の両側で曳航する場合を示している。この場合、震源１を受振器３の一方の側
を曳航した後、同じ震源１を他方の側を曳航させるようにしてもよいし、二台の震源１を
用いて同時に受振器３の両側を曳航するようにしてもよい。本第三例の場合は、受振器３
とＹ軸方向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ11～Ｐ１３，Ｐ２1～Ｐ２３）で音波
Ｗを発震させる。なお、かかる第三例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，Ｒｓのうち
Ｙ軸方向の成分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓ

を強調することができる。
【００４８】
　図７（ａ）に示した第四例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置し
た場合であって、震源１を受振器３上で曳航する場合を示している。本第四例では、例え
ば、一行目の受振器３上で震源１を曳航した後、二行目の受振器３上で震源１を曳航させ
るように行ごとに震源１を蛇行させる。各行に着目すれば、第一例と同じ状態であること
から、第一例と同様の位置（例えば、位置Ｐ1～Ｐ１２）で音波Ｗを発震させるようにす
ればよい。なお、かかる第四例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＸ軸方
向の成分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調
することができる。
【００４９】
　図７（ｂ）に示した第五例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置し
た場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航する場合を示している
。本第五例では、受振器３とＹ軸方向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ1～Ｐ１２

）で音波Ｗを発震させる。なお、かかる第五例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，Ｒ

ｓのうちＹ軸方向の成分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反
射波Ｒｓを強調することができる。
【００５０】
　図８（ａ）に示した第六例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置し
た場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航するとともに第五例よ
りも発震する音波Ｗの数を増やした場合を示している。本第六例では、受振器３とＹ軸方
向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ６，Ｐ９，Ｐ１１，Ｐ１３，Ｐ１

６，Ｐ１８，Ｐ２０，Ｐ２３，Ｐ２５，Ｐ２７）で音波Ｗを発震させるとともに、各位置
の中間点（例えば、位置Ｐ３，Ｐ５，Ｐ１０，Ｐ１２，Ｐ１７，Ｐ１９，Ｐ２４，Ｐ２６

）及び受振器３を挟んで中間点と対峙する位置（例えば、Ｐ１，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ１４，Ｐ

１５，Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２８）で音波Ｗを発震させるようにしている。
【００５１】
　かかる第六例によれば、一つの受振器３に対して、受振した反射波Ｒｐ，Ｒｓのうち三
方向（例えば、Ｙ軸方向、Ｙ＝Ｘの方向、Ｙ＝－Ｘの方向）の成分について、疎密波Ｗｐ

の反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調することができる。換言すれば
、本第六例では、Ｘ軸を０°，Ｙ軸を９０°とすれば、一つの受振器３に対して、４５°
，９０°，１３５°，２２５°，２７０°，３１５°の位置で音波Ｗを発震させるように
したものである。
【００５２】
　図８（ｂ）に示した第七例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置し
た場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航するとともに第六例よ
りも発震する音波Ｗの数を減らした場合を示している。本第七例では、Ｘ軸を０°，Ｙ軸
を９０°とすれば、各受振器３に対して、４５°，１３５°，２７０°の位置（例えば、
位置Ｐ1～Ｐ１４）で音波Ｗを発震させるようにしている。
【００５３】
　本第七例では、例えば、一つの受振器３により収録された反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振デー
タについて、三方向の受振データを合成することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐの一部
を相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓの一部を強調することができる。かかる第七例に示
したように、音波Ｗを発震させる位置は、必ずしも受振器３を挟んで対峙していなくても
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よい。
【００５４】
　上述した第一実施例に係る水域地中探査方法によれば、水中に投入される震源１は少な
くとも一つあればよく、水域地中探査のコストダウンを図ることができる。また、正位相
の受振データの一部を位相反転し、他の正位相の受振データと合成することにより、疎密
波Ｗｐの受振データを相殺し、せん断波Ｗｓの受振データを強調することができ、せん断
波Ｗｓの反射波Ｒｓの受振データを容易かつ高精度に取得することができる。
【００５５】
　続いて、図９～図１３（ｂ）を参照しつつ第二実施例について説明する。ここで、図９
は、第二実施例に係る水域地中探査方法を示すフロー図である。
【００５６】
　第二実施例に係る水域地中探査方法は、図９に示したように、ある位置Ｐｎから水中に
正位相の音波Ｗを発震するとともに異なる位置Ｐｎ＋１から水中に逆位相の音波Ｗ′を発
震する発震工程Ｓｔｅｐ２１と、正位相の音波Ｗの反射波Ｒｐ，Ｒｓを受振するとともに
逆位相の音波Ｗ′の反射波Ｒｐ′，Ｒｓ′を受振する受振工程Ｓｔｅｐ２２と、正位相の
音波Ｗに基づく反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データを取得する第一データ取得工程Ｓｔｅｐ２
３と、逆位相の音波Ｗ′に基づく反射波Ｒｐ′，Ｒｓ′の受振データを取得する第二デー
タ取得工程Ｓｔｅｐ２４と、正位相の受振データと逆位相の受振データとを合成するデー
タ合成工程Ｓｔｅｐ２５と、を有している。
【００５７】
　ここで、図１０は、第二実施例における発震工程及び受振工程を示す説明図であり、（
ａ）はある位置で音波を発震した場合、（ｂ）は異なる位置で音波を発震した場合、を示
している。なお、各図において、正位相の音波Ｗを発震する場合を二重丸印、逆位相の音
波Ｗを発震する場合を丸にバツ印で表示している。
【００５８】
　いま、図１０（ａ）の左図に示したように、受振器３の中心線Ｌから水平距離ｄだけ離
れ、水底面Ｇから高さｈを有する位置Ｐｎで震源１から正位相の音波Ｗを発震したとする
。受振器３が配置された水底面Ｇに到達した音波Ｗは、水底面Ｇに垂直な方向に振動する
疎密波Ｗｐと水底面Ｇに平行な方向に振動するせん断波Ｗｓとを生じる。ここで、正位相
の音波Ｗを発震した場合に生じる疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓは正位相であると定義する
。
【００５９】
　この疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓは、図示したように、それぞれ受振器３を中心にして
地中に進行する。一般に、地中を伝播する速度は、疎密波Ｗｐの方がせん断波Ｗｓよりも
速い。地中に伝播した疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓは、海底資源や地層境界面等に衝突し
てそれぞれ反射波Ｒｐ，Ｒｓを生じる。疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐ及びせん断波Ｗｓの反射
波Ｒｓは、図１０（ａ）の右図に示したように、地中側から水底面Ｇに向かって進行し、
水底面Ｇに配置された受振器３によって収録される。これらの反射波Ｒｐ，Ｒｓの位相は
、疎密波Ｗｐ及びせん断波Ｗｓと同様に正位相である。
【００６０】
　次に、図１０（ｂ）の左図に示したように、受振器３の中心線Ｌから水平距離ｄだけ離
れ、水底面Ｇから高さｈを有するとともに、受振器３を挟んで位置Ｐｎと対峙する位置Ｐ

ｎ＋１で震源１から逆位相の音波Ｗ′を発震する。音波Ｗ′は、水底面Ｇに垂直な方向に
振動する逆位相の疎密波Ｗｐ′と水底面Ｇに平行な方向に振動する逆位相のせん断波Ｗｓ

′とを生じ、それぞれ地中に進行する。
【００６１】
　このとき、受振器３を挟んで位置Ｐｎと対峙する位置Ｐｎ＋１から逆位相の音波Ｗ′を
発震していることから、受振器３を中心にして地中に進行するせん断波Ｗｓ′は正位相と
なる。一方、受振器３を中心にして地中に進行する疎密波Ｗｐ′は逆位相のままである。
したがって、位置Ｐｎ＋１から発震した逆位相の音波Ｗ′に基づく疎密波Ｗｐ′の反射波
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Ｒｐ′は逆位相となり、せん断波Ｗｓ′の反射波Ｒｓ′は正位相となる。なお、図１０（
ａ）及び図１０（ｂ）において、説明の便宜上、正位相の場合を細実線で図示し、逆位相
の場合を細点線で図示している。
【００６２】
　その結果、本第二実施例において、第一データ取得工程Ｓｔｅｐ２３では、位置Ｐｎか
ら発震した正位相の音波Ｗに基づく反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データを取得するだけでよく
、第二データ取得工程Ｓｔｅｐ２４では、位置Ｐｎ＋１から発震した逆位相の音波Ｗ′に
基づく反射波Ｒｐ′，Ｒｓ′の受振データを取得するだけでよい。
【００６３】
　その後、データ合成工程Ｓｔｅｐ２５において、反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振データと反射
波Ｒｐ′，Ｒｓ′の受振データとを合成することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐは反射
波Ｒｐ′によって相殺され、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓは反射波Ｒｓ′によって強調され
ることとなる。特に、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とを受振器３に対して
等距離となるように水平距離ｄ及び高さｈを制御することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒ

ｐを精度よく相殺することができるとともに、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを効率よく強調
することができる。
【００６４】
　また、音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とを受振器３を挟んで対峙する位置
に制御することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを精度よく相殺することができるととも
に、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを効率よく強調することができる。上述した受振データの
合成は、水域地中探査システムのデータ処理装置５によって処理される。
【００６５】
　なお、正位相の音波Ｗを発震させる位置Ｐｎと逆位相の音波Ｗ′を発震させる位置Ｐｎ

＋１とは、受振器３に対して正確に等距離である必要はなく、例えば、数ｍ～１０ｍ程度
の範囲内で誤差を有していてもよい。また、位置Ｐｎと位置Ｐｎ＋１とは、受振器３に対
して正確に対峙している必要はなく、例えば、数度～数十度程度の範囲内で誤差を有して
いてもよい。
【００６６】
　次に、本実施例における発震工程Ｓｔｅｐ２１について、図１１（ａ）～図１３（ｂ）
を参照しつつ説明する。ここで、図１１は、第二実施例における発震工程を示す説明図で
あり、（ａ）は第一例、（ｂ）は第二例、（ｃ）は第三例、を示している。図１２は、第
二実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第四例、（ｂ）は第五例、を示
している。図１３は、第二実施例における発震工程を示す説明図であり、（ａ）は第六例
、（ｂ）は第七例、を示している。なお、各図において、正位相の音波Ｗを発震する場合
を二重丸印、逆位相の音波Ｗ′を発震する場合を丸にバツ印で表示している。
【００６７】
　図１１（ａ）に示した第一例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源
１を受振器３上で曳航する場合を示している。本第一例では、複数の受振器３に対してＸ
軸方向に交互かつ等間隔となる位置（例えば、位置Ｐ１～Ｐ４）から正位相の音波Ｗ又は
逆位相の音波Ｗ′を発震させる。例えば、奇数番号の位置（位置Ｐ１，Ｐ３）から正位相
の音波Ｗを発震させ、偶数番号の位置（位置Ｐ２，Ｐ４）から逆位相の音波Ｗ′を発震さ
せる。かかる第一例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＸ軸方向の成分に
ついて、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調することが
できる。
【００６８】
　図１１（ｂ）に示した第二例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源
１を受振器３間で蛇行するように曳航する場合を示している。本第二例の場合も第一例の
場合と同様に、複数の受振器３に対してＸ軸方向に交互かつ等間隔となる位置（例えば、
位置Ｐ１～Ｐ４）から正位相の音波Ｗ又は逆位相の音波Ｗ′を発震させるようにすればよ
い。かかる第二例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＸ軸方向の成分につ
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いて、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調することがで
きる。
【００６９】
　図１１（ｃ）に示した第三例は、複数の受振器３を一列に配置した場合であって、震源
１を受振器３の両側で曳航する場合を示している。この場合、震源１を受振器３の一方の
側を曳航した後、同じ震源１を他方の側を曳航させるようにしてもよいし、二台の震源１
を用いて同時に受振器３の両側を曳航するようにしてもよい。本第三例の場合は、受振器
３とＹ軸方向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ11～Ｐ１３，Ｐ２1～Ｐ２３）で正
位相の音波Ｗ又は逆位相の音波Ｗ′を発震させる。
【００７０】
　例えば、図示したように、一方の側の位置Ｐ11～Ｐ１３から正位相の音波Ｗを発震させ
、他方の側の位置Ｐ２1～Ｐ２３から逆位相の音波Ｗ′を発震させるようにしてもよい。
また、一方の側の奇数番号の位置Ｐ11，Ｐ１３及び他方の側の偶数番号の位置Ｐ２２から
正位相の音波Ｗを発震させ、一方の側の偶数番号の位置Ｐ１２及び他方の側の奇数番号の
位置Ｐ２1，Ｐ２３から逆位相の音波Ｗ′を発震させるようにしてもよい。かかる第三例
では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＹ軸方向の成分について、疎密波Ｗｐ

の反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調することができる。
【００７１】
　図１２（ａ）に示した第四例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置
した場合であって、震源１を受振器３上で曳航する場合を示している。本第四例では、例
えば、一行目の受振器３上で震源１を曳航した後、二行目の受振器３上で震源１を曳航さ
せるように行ごとに震源１を蛇行させる。各行に着目すれば、第一例と同じ状態であるこ
とから、第一例と同様の位置（例えば、位置Ｐ1～Ｐ１２）で正位相の音波Ｗ又は逆位相
の音波Ｗ′を発震させるようにすればよい。
【００７２】
　このとき、各受振器３において、正位相の音波Ｗを発生させる位置と逆位相の音波Ｗ′
を発生させる位置とがカップリングされるように、例えば、位置Ｐ1，Ｐ３，Ｐ６，Ｐ８

，Ｐ９，Ｐ１１で正位相の音波Ｗを発震させ、位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ７，Ｐ１０，Ｐ

１２で逆位相の音波Ｗ′を発震させる。かかる第四例では、受振器３で受振した反射波Ｒ

ｐ，ＲｓのうちＸ軸方向の成分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗ

ｓの反射波Ｒｓを強調することができる。
【００７３】
　図１２（ｂ）に示した第五例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置
した場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航する場合を示してい
る。本第五例では、受振器３とＹ軸方向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ1～Ｐ１

２）で正位相の音波Ｗ又は逆位相の音波Ｗ′を発震させる。このとき、各受振器３におい
て、正位相の音波Ｗを発生させる位置と逆位相の音波Ｗ′を発生させる位置とがカップリ
ングされるように、例えば、位置Ｐ1，Ｐ３，Ｐ５，Ｐ７，Ｐ９，Ｐ１１で正位相の音波
Ｗを発震させ、位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ６，Ｐ８，Ｐ１０，Ｐ１２で逆位相の音波Ｗ′を発震
させる。かかる第五例では、受振器３で受振した反射波Ｒｐ，ＲｓのうちＹ軸方向の成分
について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調すること
ができる。
【００７４】
　図１３（ａ）に示した第六例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置
した場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航するとともに第五例
よりも発震する音波Ｗの数を増やした場合を示している。本第六例では、受振器３とＹ軸
方向の位置が一致する位置（例えば、位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ６，Ｐ９，Ｐ１１，Ｐ１３，Ｐ

１６，Ｐ１８，Ｐ２０，Ｐ２３，Ｐ２５，Ｐ２７）で正位相の音波Ｗ又は逆位相の音波Ｗ
′を発震させるとともに、各位置の中間点（例えば、位置Ｐ３，Ｐ５，Ｐ１０，Ｐ１２，
Ｐ１７，Ｐ１９，Ｐ２４，Ｐ２６）及び受振器３を挟んで中間点と対峙する位置（例えば
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、Ｐ１，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ１４，Ｐ１５，Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２８）で正位相の音波Ｗ又は
逆位相の音波Ｗ′を発震させるようにしている。
【００７５】
　このとき、各受振器３において、正位相の音波Ｗを発生させる位置と逆位相の音波Ｗ′
を発生させる位置とがカップリングされるように、例えば、奇数番号の位置Ｐ1，Ｐ３，
Ｐ５，Ｐ７，Ｐ９，Ｐ１１，Ｐ１３，Ｐ１５，Ｐ１７，Ｐ１９，Ｐ２１，Ｐ２３，Ｐ２５

，Ｐ２７で正位相の音波Ｗを発震させ、偶数番号の位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ６，Ｐ８，Ｐ１０

，Ｐ１２，Ｐ１４，Ｐ１６，Ｐ１８，Ｐ２０，Ｐ２２，Ｐ２４，Ｐ２６，Ｐ２８で逆位相
の音波Ｗ′を発震させる。かかる第六例によれば、一つの受振器３に対して、受振した反
射波Ｒｐ，Ｒｓのうち三方向（例えば、Ｙ軸方向、Ｙ＝Ｘの方向、Ｙ＝－Ｘの方向）の成
分について、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐを相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓを強調するこ
とができる。換言すれば、本第六例では、Ｘ軸を０°，Ｙ軸を９０°とすれば、一つの受
振器３に対して、４５°，９０°，１３５°，２２５°，２７０°，３１５°の位置で音
波Ｗを発震させるようにしたものである。
【００７６】
　図１３（ｂ）に示した第七例は、複数の受振器３を平面的（例えば、三行三列）に配置
した場合であって、震源１を受振器３の各行間で蛇行するように曳航するとともに第六例
よりも発震する音波Ｗの数を減らした場合を示している。本第七例では、Ｘ軸を０°，Ｙ
軸を９０°とすれば、各受振器３に対して、４５°，１３５°，２７０°の位置（例えば
、位置Ｐ1～Ｐ１４）で正位相の音波Ｗ又は逆位相の音波Ｗ′を発震させるようにしてい
る。
【００７７】
　本第七例では、例えば、一つの受振器３により収録された反射波Ｒｐ，Ｒｓの受振デー
タについて、三方向の受振データを合成することにより、疎密波Ｗｐの反射波Ｒｐの一部
を相殺し、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓの一部を強調することができる。かかる第七例に示
したように、音波Ｗを発震させる位置は、必ずしも受振器３を挟んで対峙していなくても
よい。また、本第七例では、合成される受振データのうち少なくとも一組の正位相の受振
データ及び逆位相の受振データが含まれていればよく、例えば、位置Ｐ1，Ｐ２，Ｐ３，
Ｐ５，Ｐ７，Ｐ８，Ｐ９，Ｐ１０，Ｐ１２，Ｐ１４で正位相の音波Ｗを発震させ、位置Ｐ

４，Ｐ６，Ｐ１１，Ｐ１３で逆位相の音波Ｗ′を発震させる。
【００７８】
　上述した第二実施例に係る水域地中探査方法によれば、水中に投入される震源１は少な
くとも一つあればよく、水域地中探査のコストダウンを図ることができる。また、所定の
位置で正位相の音波Ｗを発震させ、所定の位置で逆位相の音波Ｗ′を発震させるだけで、
それらの受振データを合成することにより、疎密波Ｗｐの受振データを相殺し、せん断波
Ｗｓの受振データを強調することができ、せん断波Ｗｓの反射波Ｒｓの受振データを容易
かつ高精度に取得することができる。
【００７９】
　次に、水域地中探査システムの変形例について、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）を参照
しつつ説明する。ここで、図１４は、水域地中探査システムの変形例を示す構成図であり
、（ａ）は第一変形例、（ｂ）は第二変形例、を示している。なお、図２に示した実施形
態と同一の構成部品については、同一の符号を付して重複した説明を省略する。また、各
図において、説明の便宜上、データ処理装置５の図を省略してある。
【００８０】
　図１４（ａ）に示した第一変形例は、複数のハイドロフォンをケーブルに連結したスト
リーマケーブル（曳航型受振器）により受振器３を構成したものである。受振器３は、図
示したように、低周波発生装置１１に接続するようにしてもよいし、低周波発生装置１１
とは別の揚収装置により探査設備４から水中に浸水させるようにしてもよいし、震源１を
曳航する探査設備４とは異なる曳航船によって曳航するようにしてもよい。
【００８１】
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　図１４（ｂ）に示した第二変形例は、探査設備４を自走式の水中航走体により構成し、
水中航走体の下面に低周波発生装置１１を配置したものである。本第二変形例では、探査
設備４（水中航走体）が所定の水深を潜行可能であることから、例えば、水底面Ｇに近い
位置で音波Ｗを発震することができ、水底面Ｇの地形をセンシングしながら水中を航行さ
せることもできる。
【００８２】
　本発明は上述した実施形態に限定されず、例えば、各実施形態及び各実施例において受
振器３の個数及び配置は任意である等、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更が可能
であることは勿論である。
【符号の説明】
【００８３】
１　震源
２　制御装置
３　受振器
４　探査設備
５　データ処理装置
１１　低周波発生装置
３１　通信ケーブル
４１　船体
４２　曳航索
４３　揚収装置
Ｓｔｅｐ１，Ｓｔｅｐ１１，Ｓｔｅｐ２１　発震工程
Ｓｔｅｐ２，Ｓｔｅｐ１２，Ｓｔｅｐ２２　受振工程
Ｓｔｅｐ３，Ｓｔｅｐ１３，Ｓｔｅｐ２３　第一データ取得工程
Ｓｔｅｐ４，Ｓｔｅｐ１４，Ｓｔｅｐ２４　第二データ取得工程
Ｓｔｅｐ５，Ｓｔｅｐ１５，Ｓｔｅｐ２５　データ合成工程
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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